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１．はじめに 

１－１．計画策定の背景 

自転車は環境に優しい交通手段であり、市民の健康増進、交通混雑の緩和、災害時の移動・

輸送などに役立つものであるため、環境・交通渋滞・健康増進などが重要な課題となってい

る我が国においては、自転車活用を推進することが一層重要となっています。 

そのため、国では、平成 29 年５月に「自転車活用推進法※１」を施行し、同法に基づき、 「自

転車活用推進計画」（以下、 「国の推進計画」という。）を平成 30 年６月に閣議決定しました。

国の推進計画では、国として総合的・計画的に自転車活用を図る一方、地方公共団体におけ

る自転車活用推進計画の策定及び計画に基づく施策の着実な実施を促進するものとしていま

す。 

福井県内においては、県が県民の健康増進や自家用車に頼り過ぎない社会の実現に向け、

「自転車利用者に優しい環境づくり」「自転車と暮らすライフスタイルの推進」「サイクルツ

ーリズムの推進による観光振興」「自転車事故の無い安全で安心な社会の実現」を目標にして、

令和２年３月に「福井県自転車活用推進計画」 （以下、 「県の推進計画」という。）を策定 （令

和７年３月改定）しました。また、嶺南６市町を結ぶ若狭湾サイクリングルート（以下、 「わ

かさいくる」という。）のナショナルサイクルルート指定※２に向けた取組を進めており、サイ

クルツーリズム（自転車を活用した観光）の推進などによる交流人口拡大を図っています。 

本市は、市街地が三方を山岳に囲まれながらも敦賀湾に面した平野部が広がり、自転車の

交通分担率が県内で上位であるなど、比較的自転車を利用しやすいまちです。また、福井県

や嶺南地域の玄関口として観光やサイクリングの拠点でもあります。そのため、自転車の更

なる利活用に向け、 「敦賀市自転車活用推進計画」を策定し、関係機関や団体と連携し、社会

情勢の変化などにも対応した自転車施策を総合的に図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 自転車活用推進法 （第十一条）では、市町村は、国や都道府県の自転車活用推進計画を勘案して、当該市町村の区域

の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定めた計画を定めるよう努めなければならない、としています。 

※２ 国では、サイクルツーリズムの推進に向け、「自転車活用推進法」に基づき、新たな観光価値の創造や地域創生のた

め、「ナショナルサイクルルート制度」を創設し、ルートを指定しています。 
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１－２．計画の位置付け 

国の「自転車活用推進法」に基づきながら、国や県の推進計画、本市の最上位計画である「第

８次敦賀市総合計画（ “好循環のうねりを生み出す”新しい総合計画）」などの上位関連計画と

整合を図りながら策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３．計画区域 

計画の区域は、敦賀市全域とします。 

 

１－４．計画期間 

本計画は、令和７年度を初年度として、令和 11 年度までの５年間を計画期間とします。 

なお、計画の進捗状況については、毎年度のフォローアップを行うとともに、中間段階にお

いて必要に応じて見直しを行います。 

  

＜国・県の計画＞ 

●第２次自転車活用推進計画 

（令和３年５月策定） 

●第２次福井県自転車活用推進計画 

（令和７年３月改定） 

＜国・県のガイドライン等＞ 

自転車活用推進法（平成 29 年５月施行） 

敦賀市自転車活用推進計画 

＜市の上位関連計画＞ 

●第８次敦賀市総合計画（令和６年３月策定） 

●敦賀市都市計画マスタープラン（令和３年７月策定） 

●敦賀市立地適正化計画（令和７年３月改定） 

●嶺南地域公共交通計画（令和７年３月改定） 

●敦賀市地域公共交通計画（令和７年３月策定） 

●敦賀市観光振興計画（令和５年３月策定） 

法に基づいて策定 法に基づいて策定 

整合 

整合 整合 
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２．自転車利用の現状と課題 

２－１．自転車の利用環境 

１）自転車通行空間の整備状況 

本市では、自転車専用通行帯や矢羽根型路面表示といった自転車通行空間が約９km （DID 区

域内を集計）あり、主に敦賀駅を起終点として市街地の北側を巡ることができます。 

 

【市内の自転車通行区間の整備状況】 

   

【自転車専用通行帯】 【自転車専用通行帯と 

矢羽根型路面表示の混在区間】 

【矢羽根型路面表示】 
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【参考】自転車通行空間の種類と通行方法 

・安全で快適な自転車通行空間の確保に向け、全国の自治体において「自転車ネットワーク

路線」を設定（本市の自転車ネットワーク路線は P17 に記載）し、自転車通行空間の整備

が進められています。 

・自転車通行空間は、自転車は「車両」という原則に基づき、車道を通行する自転車の安全

性の向上の観点から、「自転車道」「自転車専用通行帯」「車道混在（自転車とクルマを車

道で混在）」のいずれかの整備形態で整備することとなります。 

・整備形態の選定は、対象区間のクルマの速度や交通量から検討します。ただし、道路幅員

の状況等から本来の形態で整備が難しい場合は、他の形態で暫定的に整備する場合があり

ます。 
 

 整備イメージ・通行方法 

自
転
車
道 

○クルマの速度が速い区間に整備され、自転車とクルマの通行空間を構造物 （縁石や柵等）に

より分離。幅員は 2.0ｍ以上。 

○普通自転車はこの部分を通行する必要があり、クルマやバイクは通行できない。 

 

自
転
車 

専
用
通
行
帯 

○車道内で自転車とクルマの通行帯を白破線（車両通行帯境界線）で分離。幅員は 1.5ｍ以上

（やむを得ない場合は 1.0ｍ）。通行空間を青塗りもしくは青線で示す場合が多い。 

○普通自転車はこの部分を通行する必要があり、クルマやバイクは通行できない。 

 

車
道
混
在 

○自転車と自動車が車道内で混在通行する道路で、クルマの速度や交通量が少ない区間に整

備される。通行位置を青い矢羽根型路面表示で示す場合が多い。 

○普通自転車はこの部分（車道の左側端）を通行でき、クルマやバイクも通行できるが、通行

する自転車に注意が必要。 

 

※普通自転車とは、一般に使用されている自転車で、車体の大きさおよび構造が内閣府令で定める基準

に適合する自転車で他の車両をけん引していないものを言います（長さ 190cm 以内、幅 60cm 以内）。 

※「自転車道」「自転車専用通行帯」は、特定小型原動機付自転車 （電動キックキックボード）等も通行

できます。 

図・写真の出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン 
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２）シェアサイクル※の利用状況 

本市では、令和２年４月より「つるがシェアサイクル」がサービスを開始しており、15 箇

所のポートで 81 台（R7.3 時点）を運用しています。コロナ禍の影響もあり、サービス開始当

初の利用回数は微増でしたが、令和６年３月の北陸新幹線敦賀開業を機に大幅に増加してい

ます。一方で、市民におけるつるがシェアサイクルの利用経験はほとんどない状況です。 

 
【ポート一覧とシェアサイクルの通行経路】 

 

 

【月あたりの利用回数の推移】 

 
【過去１年以内でのレンタサイクル・シェアサイクルの利用有無】 

出典：市民アンケート調査 
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市外で利用

したことが

ある

4%

市内外共に

利用したこ

とがある

0%

利用したこと

がない

96%

【市民アンケート調査】 

市民の自転車活用に関する意

識や実態を把握するため、無作

為抽出した市民 1,500 名を対象

に令和６年 11 月にアンケート調

査を実施しました。 

小数点第１位を四捨五入して

おり、構成比の合計が 100％に一

致しない場合があります。 
(n=398)

※シェアサイクルとは、都市内に設置された複数のサイクルポートを相互に利用できる利便性の高い交通システムであり、

路線バス等の機能を補完し、観光振興や地域の活性化等に資するなど、公共的な交通として重要な役割を担っています。 

※通行経路は車両に搭載した GPS より収集し、図は令和６年９月の１ヶ月分のデータの日平均で表示したもの。 
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３）自転車の駅 

県では飲食店や商業施設、「道の駅」などの協力により、空気入れや簡易工具の無料貸出、

トイレ提供のサービスを行う「自転車の駅」の設置を進めており、市内には 11 施設がありま

す。 
 

１ ホームスイートホーム 

 

２ パティスリープルミエ 

３ 天清酒万寿店 

４ ＫＯＢＯＲＩ 

５ ささえたまご農園 

６ 野坂茶屋 

７ 敦賀さざなみリゾートちょうべい 

８ カグール 

９ 敦賀赤レンガ倉庫 

10 西福寺 

11 MC Resort ホテル花城 

【市内の自転車の駅と案内サイン】 

 

４）自転車駐輪場の整備状況 

市内の各駅近隣には自転車駐輪場が設置されています。 

（敦賀駅周辺：692 台、西敦賀駅周辺：20 台、粟野駅周

辺：18 台）。 

 

 

 

 

５）今後の自転車利用意向と改善を期待する分野 

市民アンケート調査では、自転車利用機会を増やすために改善してほしい分野※として、「道

路環境」が特に多く挙がっています。 

 
【自転車利用機会を増やすために改善してほしい分野】 

出典：市民アンケート調査 

※「自転車の利用環境が改善されれば自転車利用を増やしたい」と答えた人（全体の約 1/4）のみを対象とした設問。 

  

⾃転⾞の駅
Cycle Station

福井県 敦賀市
Fukui Pref. /Tsuruga City

83%

29%

17%

28%

23%

42%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

道路環境（自転車専用道路の整備等）

鉄道駅や公共施設等の駐輪場整備

シェアサイクルの充実（ポート数、支払い方法等）

自動車運転者の自転車に対する意識向上

自転車の駅（無料工具貸出しやトイレ）の整備

職場の環境整備（通勤手当や駐輪場等）

その他

(n=106)

【敦賀駅西口駐輪場】 
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２－２．自転車の利用状況 

１）自転車の保有台数 

自転車を保有する割合は約６割で、自転車を保

有していない割合が約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 
 
２）自転車の交通分担率 

令和２年国勢調査によると、本市の交通分担率は自家用車が約７割と最も高く、自転車が

１割弱で続きます。県内の自転車の交通分担率は、福井市が最も高く、本市は２番目となっ

ています。 

 
【福井県内の通勤通学時における交通分担率】 

出典：令和２年国勢調査 
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全国平均

福井市

敦賀市

越前市

小浜市

大野市

福井県平均

鯖江市

勝山市

高浜町

坂井市

あわら市

永平寺町

美浜町

越前町

池田町

おおい町

若狭町

南越前町

自転車 徒歩 鉄道・電車 乗合バス

勤め先・学校のバス 自家用車 ハイヤー・タクシー オートバイ

その他 交通手段が2種類以上

【自転車の保有台数】 

出典：市民アンケート調査 

１台

42%

２台

13%

３台以上

6%

保有していな

いがシェアサ

イクルを利用

する

0%

保有していない

39%

(n=399)



8 

３）自転車の利用頻度 

週１日以上利用する割合は５割弱で、10 歳代や 30 歳代、70 歳代以上では週１日以上の割

合が高くなっています。交通分担率における自転車の割合は１割弱と限られますが、利用頻

度をみると若年層や高齢者層では、週１回以上利用しています。 

 

【年代別の自転車の利用頻度】 

出典：市民アンケート調査 

 

４）自転車通勤の状況 

自転車通勤の機会がある割合は、約１割となっています。 

自転車通勤を増やすために必要な取組として、通勤手当の優遇や駐輪場の設置・充実等の

意見が挙がっています。 

  

【自転車通勤の状況】            【自転車通勤を増やすために必要な取組】 

出典：市民アンケート調査 
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30～39歳(n=15)

40～49歳(n=31)

50～59歳(n=46)
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41%
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17%
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20%

8%
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0% 20% 40% 60%

自転車通勤に対する通勤手当の優遇

自転車の故障に対するサポート拠点の増加

自転車通勤者用駐輪場の設置・充実

着替えができる更衣室の設置

汗を流せるシャワー設備の設置

反射材など安全グッズの配布

交通安全パンフレットなどの配布

自転車の点検整備の実施

その他

(n=372)
(n=391)

自転車通勤の 

機会あり 



9 

 

５）業務における自転車利用の状況 

業務で主に自転車を利用している割合は１割弱で、部分的に自転車を利用する割合も加え

ると、業務で自転車を利用している割合は約１割となっています。 

 

 

【業務による自転車の利用有無】 

出典：市民アンケート調査 

 

 

 

 

  

主に自転車を利用

している

6%

主にクルマを利用し

ているが、近距離の

移動においては自転

車を利用している

2%

主にクルマを利用

しており、自転車

は利用していない

35%

主に徒歩で移動して

いるが、たまに自転

車を利用している

2%

主に徒歩で移動し

ており、自転車は

利用していない

5%

外出するような業務

に従事していない

50%

(n=366)

業務で自転車 

利用あり 
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２－３．サイクルツーリズム 

１）わかさいくるの取組 

県及び嶺南６市町では、嶺南の特徴を活かした誘客の柱の一つとしてサイクリングを位置

づけ、「若狭湾サイクリングルート推進協議会」を設立しています。敦賀駅から JR 若狭高浜

駅までを結ぶ全長約 126km のサイクリングルートを「若狭湾サイクリングルート（通称：わ

かさいくる）」と設定し、ナショナルサイクルルートへの指定に向け、走行環境や受入環境の

整備、情報発信などを進めています。 

 

 

【サイクリングコースの指定状況】 

 

【若狭湾サイクリングルートの全区間】  

至若狭高浜駅 

【本市のサイクリングルート】 

●若狭湾サイクリングルート 

・敦賀駅から金ヶ崎緑地、気比

の松原を経由し西浦海岸沿い

を通り美浜町へ抜けるわかさ

いくる全体のルート 

●敦賀サイクリングルート 

・市内を散策できる派生ルート 
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市民のサイクリングルートへの認知度は、各ルートともに２割前後にとどまっており、わ

かさいくるで進めている取組の認知度も２割程度に留まっています。 

     

【サイクリングコースの認知度】    【わかさいくるの取組の認知度】 

出典：市民アンケート調査 

 

 

２）観光 MaaS※の実施 

市内の公共交通が連携する MaaS の取組として、コミュニティバスとぐるっと敦賀周遊バ

ス、シェアサイクルが１枚のカードで乗り放題となる「つるが MaaS カード」を敦賀駅の観光

案内所で販売しています。 

 

         
【つるが MaaS カードについて】 

※MaaS とは Mobility as a Service の略。出発地から目的地までの移動ニーズに対して最適な移動手段をシームレス

に１つのアプリ・支払方法で提供するなど、移動を単なる移動としてではなく、利用者にとって一元的なサービス

として捉える概念。 

 

 

  

15%

21%

85%

79%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

敦賀

サイクリングルート

(n=378)

若狭湾

サイクリングルート

(n=376)

知っている 知らなかった

知っている

6%
聞いたことは

あるが、よく

知らない

15%

知らない

79%

(n=397)

【１日乗り放題となるサービス】 

○敦賀市コミュニティバス 

○ぐるっと敦賀周遊バス 

○つるがシェアサイクル 

【販売金額】 

大人：2,000 円（税込） 

子供：1,000 円（税込） 
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２－４．安全・安心 

１）自転車事故の発生状況 

県全体の自転車事故の発生件数は、平成 27 年までは 200 件/年を超えていましたが、令和

２年以降は 100 件/年程度となっています。本市においては、年によってばらつきがあります

が、平均 15 件/年で推移しています。 

 

【自転車事故の年別発生件数（H26-R6.8 末計）】 

出典：福井県警提供データ 

 

２）交通ルールの遵守状況 

交通ルールの内容により認知率や遵守率が低いものがあり、特に歩道通行ルールに関する

認知率、ヘルメット着用に関する遵守率が低くなっています。 

 

【自転車に関する交通ルールの認知・遵守の状況】 

出典：市民アンケート調査 

26
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8
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157

129 129
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0

50
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250

0

10

20

30

40

50

60

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

（件）（件） 敦賀市 福井県

平均15件/年

88%

93%

65%

15%

63%

82%

97%

12%

7%

35%

85%

37%

18%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歩道（自転車歩行者道を除く）と車道の区別があ

るところでは車道を通行することが原則である

(n=394)

車道を通行する際は、車道の左側端を通行しなけ

ればならない(n=393)

右の道路標識がある歩道では歩行者優先で、自転

車に乗ったまま車道寄りをゆっくりと通行するこ

とができる(n=392)

13歳未満と70歳以上の自転車利用者は、例外的に

自転車に乗ったまま歩道を通行できる(n=394)

「並進可」の標識がない道路では、自転車は横に

並んで通行してはならない（二列などで並進して

はならない）(n=389)

交差点では信号を守り、「止まれ」の標識がある

場所では自転車も一時停止しなければならない

(n=387)

自転車を利用する際にヘルメットを着用しなけれ

ばならない（努力義務）(n=396)

64%

84%

70%

14%

74%

80%

29%

36%

16%

30%

11%

26%

20%

62%

76%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

守っている

守っていない

自分の年齢では当てはまらない

サイクリング（趣味・レジャー）の際だけ着用
知らなかった

知っている

【交通ルールの遵守】【交通ルールの認知】

※普通自転車 

歩道通行可 

の標識 

※ 
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また、自転車通行空間を示す矢羽根型路面表示の認知

度は４割弱に留まっており、整備とあわせて周知を図る

ことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）ヘルメットの着用状況・自転車損害賠償保険※１への加入状況 

ヘルメットを保有してる割合は約２割で、日常的に着用している割合は約１割に留まってい

ます。 

自転車損害賠償保険への加入率は約４割ですが、民間保険会社が調査※２した全国平均の加入

率は７割弱となっています。 

 

【ヘルメットの保有状況】       【自転車損害賠償保険への加入状況】 

出典：市民アンケート調査 

※１ 自転車事故を補償する保険として、①損害保険会社が取り扱う保険（個人賠償責任保険や傷害保険、自動車保険等

の特約で付帯する場合もあります）、②自転車安全整備店で自転車を購入・点検整備を受けると付帯されるＴＳマー

ク付帯保険等があります。加入の際は、ご自身の加入状況を確認し、契約内容を十分に確認して検討しましょう。 

※２ au 損害保険㈱が令和６年１月に実施した、全国の自転車利用者を対象としたインターネット調査では、加入率が

65.6％でした。 

  

保有してい

て、日常的に

着用している

9%

保有して

いる

13%

保有していない

78%

加入している

42%

加入していないが

加入しておら

ず、今後も加入

しない

39%

加入する方法

が分からない

4%

知っている

36%

知らないが

見たことが

ある

32%

知らない、見た

こともない

32%

(n=398)

【矢羽根型路面表示の認知状況】 

出典：市民アンケート調査 

【矢羽根型路面表示】 

自転車の通行位置と方向を明示する法定外の路面表

示で、自転車に車道左側通行を促し、自動車ドライバ

ーに対しても車道上の自転車通行位置を知らせます。 

保有 
22％ 

(n=393) (n=373)

加入していないが、

今後加入したい

15%
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４）学校での交通安全教育の実施 

市内の全ての小学校、中学校において、毎年、交通安全教育

を警察署、交通指導員、市の指導により実施しています。ま

た、市内の高校においても、交通安全教室等が実施されていま

す。 

 

 

 

 

５）自動車ドライバー等の自転車に対する意識 

クルマの運転中や乗車中の自転車に対する意識について、自転車と接触しないか心配、自

転車と距離をとって走行するようにしている、自転車が車道を走行するのが不安といった意

見が多くなっています。 

 

【クルマの運転中や乗車中の自転車に対する意識】 

出典：市民アンケート調査 

 

 

 

58%

70%

61%

42%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80%

自転車が車道を走行するのが不安

自転車と接触しないか心配

自転車と距離をとって走行するようにしている

自動車と走行する空間を分けてほしい

特に何も思わない

その他

(n=395)

【小学校での交通安全教室】 

出典：敦賀市中央小学校 HP 
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２－５．現状と課題の整理 

２－１～４で挙げた、各分野の現状と課題をまとめ、方向性を整理します。 

進捗状況： ●継続して推進 ▲改善が必要 ◆その他  

 現状と課題  今後の方向性 

（１） 

自転車の 

利用環境 

▲自転車通行空間が整備されつつあるが、

海側が中心で、面的な自転車ネットワー

クの構築には不足している。 

●「つるがシェアサイクル」が整備され、

新幹線開業に合わせて利用が増加。 

●自転車の駅や駅前に自転車駐輪場が設置

されている。 

◆道路環境の改善が期待されている。 

 

→自転車通行空間等の確保と維持管

理 

→シェアサイクルの利用促進 

→公共交通機関、商業施設等との接続

強化 

（２） 

自転車の 

利用状況 

▲約４割が自転車を保有せず、40～60 歳代

で自転車利用が少ない。 

●自転車の交通分担率が県内では高く、自

転車の利用頻度は週１回以上が５割程度

で若年層や高齢者層で利用あり。 

▲自転車通勤の機会ありは約１割で、通勤

手当の優遇や駐輪環境の改善を期待。 

▲業務での自転車利用は１割程度。 

 

→クルマから自転車への利用転換に

向けた啓発 

→自転車を活用したレクリエーショ

ンやイベントの推進 

（３） 

サイクル 

ツーリズ

ム 

●わかさいくるのナショナルサイクルルート指

定に向けた取組を県と連携して推進。 

▲わかさいくるの取組への認知度が低い。 

●路線バスとシェアサイクルサービスが連

携した MaaS の取組を実施。 

 

→わかさいくるを軸にした取組と利

活用 

→観光 MaaS の利用促進 

（４） 

安全・ 

安心 

◆自転車事故が年平均 15 件発生している。 

▲認知率や遵守率が低い自転車の交通ルー

ルがある。 

▲自転車通行空間の路面表示に対する認知

度が低い。 

▲ヘルメットの着用率、保有率ともに低い。 

▲自転車損害賠償保険の加入率は、全国平

均に比べ低い。 

●小学校、中学校、高校での交通安全教室

を継続的に実施。 

●自転車との接触を心配する自動車ドライ

バーが多い。 

 

→交通事故に備える取組の推進 
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３．基本目標・基本方針 

３－１．基本目標 

本市では、様々な自転車利活用の取組を推進していますが、安全で快適な自転車利用環境

の創出やクルマからの自転車への利用転換の促進、サイクルツーリズムの推進、また、自転

車事故のない安全安心な利用の促進に向け、各分野で課題を有しています。 

本計画においては、国・県の推進計画や各分野における課題を踏まえ、市民の様々なライ

フスタイルへの自転車の浸透、ナショナルサイクルルートへの指定を目指すわかさいくるの

取組と連携したサイクルツーリズムの推進等を図るため、誰もが安全で快適に、そして楽し

く、自転車を利活用することができるまちづくりを目指すことを基本目標とします。 

 

 

 

 

 

３－２．基本方針 

基本目標の実現に向け、各分野で多様な施策に取り組みます。 

分野 基本方針 具体的な方針 

自転車の 

利用環境 

自転車利用者に 

優しい環境づくり 

１）自転車通行空間等の確保と維持管

理 

２）シェアサイクルの利用促進 

３）公共交通機関、商業施設等との接続

強化 

自転車の 

利用状況 

クルマに依存しない 

ライフスタイルの推進 

１）クルマから自転車への利用転換に

向けた啓発 

２）自転車を活用したレクリエーショ

ンやイベントの推進 

サイクル 

ツーリズム 

サイクルツーリズムの推進 

による地域振興 

１）わかさいくるを軸にした取組と利

活用 

２）観光 MaaS の利用促進 

安全・安心 
事故の無い 

安全で安心な社会の実現 
１）交通事故に備える取組の推進 

  

誰もが安全で快適に、楽しく自転車を利用できるまち つるが 

【基本目標】 
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４．自転車活用推進施策 

４－１．自転車利用者に優しい環境づくり 

１）自転車通行空間等の確保と維持管理 

①自転車通行空間の確保と維持管理 

自転車通行実態や敦賀市自転車活用推進会議※１での議論により選定した「敦賀市自転車ネ

ットワーク路線」を対象として、利用者ニーズや地域状況を踏まえ、優先度の高い路線※２等

から自転車通行空間整備を行います。自転車ネットワーク路線の整備にあたっては、本計画

の計画期間にとらわれず中長期的な視点にたち、将来の道路改良やまちづくり、道路交通状

況の変化等を踏まえ、段階的に整備することとします。 

市街地の自転車通行空間の整備形態や整備手法の検討にあたっては、関係機関である国、

県、警察等と連携を図り、自転車事故の発生状況等を確認しながら、 「安全で快適な自転車利

用環境創出ガイドライン（国土交通省、警察庁）」に基づいて実施します。 

自転車通行空間の整備にあたっては、沿道住民や学校に周知を図り、正しい通行方法の普

及に努めるとともに、設置した路面表示等の維持管理に努めます。 

  
【自転車ネットワーク路線】  

※１敦賀市自転車活用推進

計画の策定に向けた検

討会議で、学識経験

者、交通事業者、観光

協会、市民（高校生、

サイクリスト）、行政

関係者が参加。 

※２優先度の高い路線とし

て、中学校・高校や交

通結節点の周辺、買物

や観光等での移動ニー

ズが高いエリアの路線

を想定。 

※３自転車ネットワーク路

線の破線区間（国道 27

号）は、交通規制や道

路交通状況等を踏ま

え、将来的に自転車ネ

ットワーク路線への選

定を検討。 
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自転車ネットワーク路線の選定にあたっては、国の「安全で快適な自転車利用環境創出

ガイドライン」が示す９つの選定基準を踏まえ、本市における適用方針を設定し、地図上

で該当区間の重ね合わせをしながら、「敦賀市自転車活用推進会議」での議論により検討し

ました。 

【路線の選定基準の考え方と選定の流れ】 

路線の選定基準 

（国ガイドライン） 
 本市における適用方針 

①地域内における自転車利用の主要路線として

の役割を担う、公共交通施設、学校、地域の

核となる商業施設及びスポーツ関連施設等の

大規模集客施設、主な居住地区等を結ぶ路線 

➡ 
●シェアサイクルの利用が多い区間 

（R6.9 データで平均 10 台/日の通行がある区間） 

②自転車と歩行者の錯綜や自転車関連の事故が

多い路線の安全性を向上させるため、自転車

通行空間を確保する路線 
➡ 

●自転車関連事故（H26-R6.8 末）が２件／区

間以上発生している区間 

③自転車通学路の対象路線 ➡ 
●中学校・高校周辺 500ｍ圏で自転車事故

等が多い区間 

④地域の課題やニーズに応じて自転車の利用を

促進する路線  
➡ 

●サイクルツーリズムの観点から、若狭

湾・敦賀サイクリングルート等 

⑤自転車の利用増加が見込まれる、沿道で新た

に施設立地が予定されている路線  
➡ ※該当なし 

⑥既に自転車の通行空間が整備されている路線 ➡ ●自転車通行空間の整備路線 

⑦並行する道路の新設等に伴い自動車交通が転

換し、空間の再配分が可能な路線 
➡ ※該当なし 

⑧新設道路（自動車専用道路、歩行者専用道路

を除く） 
➡ ※該当なし 

⑨その他自転車ネットワークの連続性を確保す

るために必要な路線  
➡ ※選定状況を踏まえて設定 

 

 

 

 

 

 

 

②歩行者・自転車優先のまちづくり 

道路管理者と公安委員会が連携して、自動車の速度抑制や、生活道路への大型車両や通過

車両の流入の抑制を図るため、「ゾーン 30 プラス」等の整備を推進し、狭さくの設置等、ハ

ードとソフト両面から交通安全対策を実施します。 

  

該当区間を抽出して、地図上で重ね合わせ 自転車ネットワーク候補路線を整理 

「敦賀市自転車活用推進会議」で議論し、自転車ネットワーク路線を選定 
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２）シェアサイクルの利用促進 

①シェアサイクルの利用促進 

敦賀駅から市内の観光拠点を周遊する観光二次アクセスを目的として整備した「つるがシ

ェアサイクル」は、観光客をはじめ、様々な目的で本市を訪れる人が自由に市内を移動する

ための交通サービスの一角です。 

北陸新幹線敦賀開業により敦賀駅経由で本市を訪れる人が急激に増加する中、来訪者の多

様な交通ニーズを把握し、利便性の高いサイクルポートの配置を検討します。 

 

 

３）公共交通機関、商業施設等との接続強化 

①「自転車の駅」の周知 

快適に自転車が利用できる環境づくりのため、県と連携して、公共施設や飲食店、宿泊施

設等に対し、自転車利用者に空気入れや工具、トイレ、駐輪場を無料で提供する「自転車の

駅」の設置を働きかけます。また、自転車利用者に広く利用してもらうため、イベントや観

光施設等において「自転車の駅」の周知を行います。 

 

②自転車駐輪場の維持管理 

鉄道駅前に設置した自転車駐輪場について、安全で快適に駐輪できるよう、施設の維持管

理、放置駐輪の撤去や防止に向けた周知啓発活動を行います。 
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４－２．クルマに依存しないライフスタイルの推進 

１）クルマから自転車への利用転換に向けた啓発 

①日常的な自転車利用に向けた広報啓発 

クルマから自転車への転換による健康増進効果をはじめとする自転車による効用を整理し、

市民へ広報啓発することでクルマから自転車への利用転換を図ります。 

また、カーボンニュートラルや SDGs に関する取組として、公共交通機関や自転車などを利

用するスマートムーブ（エコで賢い移動手段の選択）を呼びかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【参考】通勤時の移動手段別にみた心臓疾患・ガンによる死亡・発症リスク 

・平成 29 年に発表されたイギリスの研究によると、自転車もしくは自転車および徒歩による

通勤では、クルマや公共交通機関に比べて、がんや心臓疾患による死亡リスクが低いことが

示されています。 

 

（株式会社シマノの資料より引用） 

【参考】デコ活ふくい「ふく eco アプリ」 

・福井県では観光に配慮した行動を促進するため、スマート

フォンアプリを活用して、県民に脱炭素につながる行動

「エコアクション」の取組を促しています。 

（環境ふくい推進協議会） 
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②自転車通勤や業務での利用促進 

自転車通勤を導入する企業等を拡大するため、社員の健康増進

や会社のイメージアップといったメリットや、自転車通勤に対応

した通勤手当の制度例等を企業に対して広報啓発します。また、

毎週金曜日にクルマでの通勤を控える「カー・セーブ運動」によ

る、自転車通勤への転換を広報啓発します。 

併せて、業務における短距離の移動を行う際に、自転車の利用

を呼びかけ、クルマから自転車への転換を促します。また、同時

に、安心して利用できるよう、業務内での自転車利用に係る保険

の加入を呼びかけます。 

 

 

 

２）自転車を活用したレクリエーションやイベントの推進 

①自転車を活用したレクリエーションの実施 

体力の維持や健康増進が目的のレクリエーションとして、

自転車利用を推進するため、関係団体と連携し、気軽に参加

できるポタリング※イベントの実施やテーマを設けたサイク

リングイベントの開催を支援します。 

 

 

 

 

②自転車に親しむ機会づくり 

地域でのサイクリングイベントなどを行うサイクリングリーダーの養成支援、地域での自

転車イベントの開催支援により、自転車利用の機会を創出します。 

 

 

  

【自転車通勤導入に関する手引き】 
（自転車活用推進官民連携協議会） 

【サイクリングツアーのイメージ】 

※ポタリング：目的地を特に定めることなく自転車で散歩するようにゆったり走ること。 



22 

４－３．サイクルツーリズムの推進による地域振興 

１）わかさいくるを軸にした取組と利活用 

①サイクリング環境の整備・維持 

若狭湾サイクリングルート、敦賀サイクリングルー

トにおいて迷わず安全に走行できる環境を整備するた

め、車道上の青い矢羽根等の統一的な路面表示、案内

看板等を設置し、適切に維持管理します。 

 

 

 

②マップや HP での分かりやすい情報発信 

観光協会等と連携し、自転車利用者に市内の見どこ

ろやルートを分かりやすく紹介するマップ、シェアサ

イクルの情報等を周知します。 

 

 

 

 

③「自転車の駅」の周知【再掲】 

快適に自転車が利用できる環境づくりのため、県と連携して、公共施設や飲食店、宿泊施

設等に対し、自転車利用者に空気入れや工具、トイレ、駐輪場を無料で提供する「自転車の

駅」の設置を働きかけます。また、自転車利用者に広く利用してもらうため、イベントや観

光施設等において「自転車の駅」の周知を行います。 

 

④サイクリングツアーの実施に向けたガイドの育成 

市内のサイクリングルートやシェアサイクルの設置環境等を活かしたサイクリングツアー

の実施に向け、県や観光協会、民間事業者等と連携しながら、サイクリングガイドの養成を

進めます。 

 

２）観光 MaaS の利用促進 

①つるが MaaS カードの利用促進 

公共交通を利用した市内周遊の促進や利便性向上に向け、路線バスとシェアサイクルが連

携した「つるが MaaS カード」の販売を継続します。 

  

【市内ルートの整備状況】 

【観光案内のデジタルマップ】 
（Dig the Local つるが〜Gourmet ＆ History〜 

株式会社 Stroly 制作） 
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４－４．事故の無い安全で安心な社会の実現 

１）交通事故に備える取組の推進 

①自転車利用者に対する交通安全意識の向上 

関係機関・団体と連携し、交通安全県民運動期間等の機会に「自

転車安全利用五則」の活用により、自転車の通行ルール等の周知

を図ります。また、令和６年 11 月から自転車運転中にスマート

フォン等を使用する「ながら運転」（「ながらスマホ」）の罰則が強

化され、また、自転車の酒気帯び運転が新たに罰則の対象とされ

ており、罰則強化の周知も含めて、自転車利用者や学校の保護者

等に啓発を行います。 

 

 

 

②自転車の安全性の確保 

整備不良の自転車利用による事故を防止するため、交通安全教育等の機会を通じて、自転

車の定期的な点検整備の重要性に関して自転車販売店や学校とも連携して周知します。 

夜間における交通事故の防止を図るため、灯火の点灯の徹底と自転車の側面等への反射材

用品の取付け促進など、自転車の被視認性の向上を図ります。 

 

③学校等における交通安全教室開催等の推進 

幼稚園や保育園、小学校、中学校、高等学校等において、

子どもの発達段階に応じた自転車の安全利用や安全に行

動する力を身につける交通安全教室等を実施するととも

に、研修会による交通ボランティア等関係団体の指導力向

上を図ります。 

 

 

 

④自転車利用時のヘルメット着用の啓発 

令和５年４月施行の道路交通法の一部改正により、自転車の乗車用ヘルメットの着用努力

義務が課されており、また、令和３年制定の福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例

により、中学生以下の児童等にヘルメットを着用させる努力義務が保護者に対し設けられて

います。併せて、令和８年度から高校生のヘルメット着用を自転車通学の許可条件とします。 

ヘルメットの着実な着用に向けて、小・中学生、高校生に対しては交通安全教室等を通し

て、高齢者や大人には交通安全県民運動や交通安全実践事業所等へのヘルメット着用の呼び

掛け等を行うことによりヘルメットの着用を推進します。 

  

【自転車安全利用五則の案内チラシ】 
（福井県） 

【就学前交通安全教室の実施】 
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⑤自転車損害賠償保険の加入促進 

県内では令和４年７月から条例で自転車損害賠償責任保険等

への加入が義務化されています。自転車利用者に対し、自転車事

故による高額な賠償が発生した事例を紹介するなどの広報啓発

を行い、万一の事故に備え、保険の加入を促します。 

自転車販売店と協力して、自転車購入時に自転車安全整備士に

よる安全点検を受けることで取得できる TS マーク（自転車保険

が付帯）の取得を進めます。 

 

 

 

⑥指導啓発活動の推進、違反に対する指導取締り 

違反行為を防止するため、地域交通安全活動推進委員やボランティア等の交通関係協力者、

行政、関係機関・団体、地域住民において指導啓発活動を推進します。 

指導啓発活動における指導技術の向上を図るため、交通安全啓発に関するボランティア等

に対し、自転車の安全利用を含めた交通安全に関する講習会等を開催します。 

 

⑦自動車運転者に対する交通安全意識の向上 

自動車運転者に向けた自転車の交通ルールの周知に向け、交通安全県民運動期間等の機会

に、県や県警と連携しながら、「自転車安全利用五則」についての広報啓発を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【自転車保険の加入等を周知するチラシ】 
（福井県） 

【参考】思いやり 1.5ｍ運動 

・愛媛県では、クルマのドライバー等に対し、自

転車の側方を通過するときは 1.5ｍ以上の安全

な間隔を保つか、または、徐行するよう呼び掛

ける取組が行われています。 
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５．計画の推進に向けて 

５－１．計画の推進体制 

本計画は、庁内関係部局や関係機関・団体及び市民等と密に連携を図り、各種自転車施策を

推進します。 

計画の進捗状況については、学識者や関係者により構築する「敦賀市自転車活用推進会議」

においてフォローアップに合わせて報告します。 

 

５－２．計画のフォローアップ 

計画の進捗については「５－１．計画の推進体制」に基づき、適宜進捗をフォローアップし

ます。フォローアップ結果を踏まえて、達成状況や各種取組の進捗状況を確認します。 

本計画の計画期間は、令和７年度～11 年度の５年間ですが、国の自転車活用推進計画の見直

し及び本市の総合計画や各種関連計画の見直し、自転車利用実態の変化等を踏まえるため、適

宜、見直しを行います。 

 

５－３．成果指標 

本計画では、各施策の実現に向け基本方針毎に目標指標を設定し、達成状況を確認します。 

分野 基本方針 目標指標 

自転車の 

利用環境 

自転車利用者に 

優しい環境づくり 

つるがシェアサイクルのポート数 

15 ポート  → 18 ポート（R11） 

自転車の 

利用状況 

クルマに依存しない 

ライフスタイル 

の推進 

自転車の利用頻度（週１回以上利用） 

45％（R6） → 50％（R11） 

サイクル 

ツーリズム 

サイクルツーリズムの 

推進による地域振興 
つるがシェアサイクルの利用回数 

17,257 回  → 20,000 回（R11） 

安全・安心 
事故の無い 

安全で安心な社会の実現 

自転車事故の発生件数 

自転車損害賠償保険の加入率 

42％（R6） → 50％（R11） 

ヘルメットの保有率 

22％（R6） → 30％（R11） 
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参考資料 

○敦賀市自転車活用推進会議 委員名簿 

所属 役職 氏名 備考 

福井工業大学工学部建築土木工学科 教授 吉村 朋矩  

敦賀観光バス株式会社 所長 越坂 一芳  

西日本旅客鉄道株式会社 敦賀駅 副駅長 前 功太郎  

株式会社ハピラインふくい 
企画課 

主事 
野坂 藤生  

敦賀シェアサイクル事務局 

（敦賀駅オルパーク） 

コンシェル

ジュ 
田邊  柚  

(一社）敦賀観光協会 主事 村田 里菜 
令和７年１月

末まで 

（株）港都つるが観光協会 
観光営業 

部長 
拝地 正徳 

令和７年２月

より 

福井県立敦賀高等学校 
情報経理科 

１年 
井畑 琉唯  

福井県立敦賀高等学校 
情報経理科 

１年 
嶽  昴瑛  

福井県立敦賀高等学校 
普通科 

１年 
寺地 美羽  

高野建具店サイクリングチーム  山口 伸一  

国土交通省近畿地方整備局福井国道事務所 

敦賀国土維持出張所 
所長 河合 洋明  

福井県交流文化部観光誘客課 

若狭湾サイクリングルート推進室 
室長 桑原 景子  

福井県新幹線・交通まちづくり局 

交通まちづくり課 
課長 中出 博行  

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 

管理用地課 
課長 田辺 徳広  

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所 道路課 課長 吉田 邦夫  

福井県敦賀警察署 交通課 課長 
小西出 佳徳 

岩崎 哲也 
 

敦賀市市民生活部生活安全課 課長 横川 裕司  

敦賀市まちづくり観光部観光誘客課 課長 橋本 大樹  

敦賀市建設部 道路河川課 課長 森下 正則  

敦賀市教育委員会事務局 学校教育課 課長 戸羽 嘉和  
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